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          本号で公布された条例等のあらまし 
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 北九州市表彰規則の一部を改正する規則をここに公布する。

  令和５年４月７日

                    北九州市長 武 内 和 久

北九州市規則第１７号

   北九州市表彰規則の一部を改正する規則

 北九州市表彰規則（昭和４０年北九州市規則第９６号）の一部を次のように

改正する。

 第４条第１項中「特別功労章」を「特別市民栄誉章」に改め、同条第２項中

「栄誉功労章」を「市民栄誉章」に改める。

   付 則

 この規則は、公布の日から施行する。
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北九州市告示第１４３号 

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例施行規則（

昭和４７年北九州市規則第３３号）第１６条の４の規定により、志井ファミリ

ープールの指定管理者を次のとおり告示する。 

令和５年４月１１日 

北九州市長 武 内 和 久 

指定管理者に指定したもの 
指定する期間 

氏名 住所 

ＡＣＥスギナプラス共

同事業体１１１１１

北九州市八幡東区一

丁目１番５号 

令和５年４月１日から

令和７年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第１４４号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立松本清張記念館における物品売払代金の収納事務を次のとおり委

託した。 

  令和５年４月１１日 

北九州市長 武 内 和 久    

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社紀伊國屋書店

新宿本店 

東京都新宿区新宿三丁

目１７番７号 

令和５年４月５日から

同年６月３０日まで 
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北九州市告示第１４５号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項、第４６条第１項及

び第５３条第１項の規定により、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者及

び介護予防サービス事業者を指定したので、同法第７８条第１号、第８５条第

１号及び第１１５条の１０第１号の規定により、次のとおり告示する。 

  令和５年４月１１日 

北九州市長 武 内 和 久 

1 訪問介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日

４０７０

５０６０

６０ 

ヘルパーステー

ション らび 

北九州市小倉南

区長行東一丁目

１１番１６号 

一般社団法人

ぱるむ 

令和５年４

月１日 

４０７０

７０８２

３７ 

あんしん介護 北九州市八幡西

区町上津役東二

丁目１番７号 

株式会社いろ

は 

令和５年４

月１日 

４０７０

７０８２

５２ 

ヘルパーステー

ション陽葵 

北九州市八幡西

区楠橋東二丁目

８番２６－１０

１号 

株式会社積み

嬉 

令和５年４

月１日 

２ 訪問看護及び介護予防訪問看護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日

４０６６

６９０９

３６ 

訪問看護ステー

ション陽葵 

北九州市八幡西

区楠橋東二丁目

８番２６号 グ

リーンハイツ 5

棟１０１ 

株式会社積み

嬉 

令和５年４

月１日 

４０６６

６９０９

４４ 

訪問看護ステー

ションにこＴＯ

ＭＯ 

北九州市八幡西

区上上津役三丁

目 １ ４ 番 ８ 号

メゾン２１カワ

ナミ１F 号室 

ＢＡＢＯＯ株

式会社 

令和５年４

月１日 

４０６７

６９０１

８２ 

訪問看護ステー

ションあす花 

北九州市門司区

吉志１番２－７

号 

株式会社さら

さぽ 

令和５年４

月１日 

４０６７

７９１１

４７ 

訪問看護ステー

ション ハグ 

北九州市小倉南

区葛原三丁目１

７番２２号 

株式会社ｌｅ

ａ－ｃａｒｅ

令和５年４

月１日 

４０６７

７９１１ 

訪問看護ステー

ション トップ 

北九州市小倉北

区赤坂二丁目１ 

株式会社ＴＯ

Ｐ ＳＨＩＰ

令和５年４

月１日 
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５４ シップ ７番３１号 赤

坂ハイツ２０４

号室 

４０６７

７９１１

６２ 

訪問看護ステー

ション はなは

な 

北九州市小倉北

区篠崎五丁目２

４番４－１号 

株式会社ＤＡ

ＨＬＩＡ 

令和５年４

月１日 

４０６７

７９１１

７０ 

訪問看護ステー

ションブライト

ケア 

北九州市小倉南

区湯川新町二丁

目３５番２４号 

株式会社ＲＥ

ＣＡＲＵ 

令和５年４

月１日 

３ 通所介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日

４０７０

４０６１

６２ 

リハビリ特化型

デイ ＳＴＡＮ

Ｄ ＵＰⅢ 

北九州市小倉北

区井堀一丁目２

３番１６号 

株 式 会 社 Ｓ

Ｔ Ａ Ｎ Ｄ

ＵＰ 

令和５年４

月１日 

４０７０

５０６０

７８ 

リハビリ特化型

デイ ＳＴＡＮ

Ｄ ＵＰ！ 

北九州市小倉南

区曽根北町４番

１６号１０２号

室 

株 式 会 社 Ｓ

Ｔ Ａ Ｎ Ｄ

ＵＰ 

令和５年４

月１日 

４０７０

５０６０

８６ 

リハビリ特化型

デイ ＳＴＡＮ

Ｄ ＵＰⅡ 

北九州市小倉南

区北方二丁目４

番１号 

株 式 会 社 Ｓ

Ｔ Ａ Ｎ Ｄ

ＵＰ 

令和５年４

月１日 

４０７０

７０８２

４５ 

小嶺デイサービ

ス 

北九州市八幡西

区町上津役東二

丁目１番１３号

株 式 会 社 い

ろは 

令和５年４

月１日 

４ 居宅介護支援 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日

４０７０

３０１４

７０ 

株式会社 ホッ

トウィル ケア

プランセンター 

北九州市戸畑区

中原西三丁目３

番３６号 

株 式 会 社 ホ

ットウィル 

令和５年４

月１日 

４０７０

３０１４

８８ 

ケアプランセン

ターうりずん 

北九州市戸畑区

千防三丁目１７

番１０号 

株 式 会 社 北

九 州 福 祉 総

合センター 

令和５年４

月１日 

４０７０

４０６１

４７ 

ひかりケアプラ

ンセンター 

北九州市小倉北

区田町１０番３

８号ー城内田町

ビル２０１ 

有 限 会 社 ア

オキ 

令和５年４

月１日 

４０７０

４０６１

５４ 

ケアマネの木葉

野詩 

北九州市小倉北

区東篠崎一丁目

２番２６―７０

２号 山内グリ

ーンパレス 

合 同 会 社 木

葉野詩 

令和５年４

月１日 
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北九州市告示第１４６号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項、第８２条第２項及

び第１１５条の５第２項の規定により、指定居宅サービス事業者、指定居宅介

護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者から廃止の届出があったので、

同法第７８条第２号、第８５条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定によ

り、次のとおり告示する。 

  令和５年４月１１日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 訪問介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日

４０７０

５０２７

９６ 

ケアメイドイン

おきなの杜 

北九州市小倉南

区大字長野４５

５番地の３５ 

社会福祉法人

容風会 

令和５年３

月３１日 

４０７０

７０１７

７８ 

ヘルパーステー

ションひのき 

北九州市八幡西

区本城東一丁目

２番１０号 

有限会社ひの

き 

令和５年３

月３１日 

４０７０

７０３１

４７ 

ふじの木園ホー

ムヘルパーステ

ーション 

北九州市八幡西

区椋枝二丁目１

１番２０号 

社会福祉法人

ひさの里 

令和５年３

月３１日 

４０７０

７０４５

４１ 

あんしん介護 北九州市八幡西

区町上津役東二

丁目１番７号 

株式会社いぶ

き 

令和５年３

月３１日 

２ 訪問看護及び介護予防訪問看護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日

４０６７

７９０７

２７ 

訪問看護ステー

ションライフス

タイル 

北九州市小倉北

区三萩野二丁目

１番２４号 

株式会社ＩＷ

ＡＳＡＫＩ 

令和５年３

月３１日 

３ 通所介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日

４０７０

４０５５

７８ 

リハビリ特化型

デイ ＳＴＡＮ

Ｄ ＵＰⅢ 

北九州市小倉北

区井堀一丁目２

３番１６号 

西南エレック

ス有限会社 

令和５年３

月３１日 

４０７０

５０５１

８７ 

リハビリ特化型

デイ ＳＴＡＮ

Ｄ ＵＰ！ 

北九州市小倉南

区曽根北町４番

１６－１０２号

西南エレック

ス有限会社 

令和５年３

月３１日 

４０７０

５０５５

１８ 

リハビリ特化型

デイ ＳＴＡＮ

Ｄ ＵＰⅡ 

北九州市小倉南

区北方二丁目４

番１号 

西南エレック

ス有限会社 

令和５年３

月３１日 
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４０７０

７０４５

６６ 

小嶺デイサービ

ス 

北九州市八幡西

区町上津役東二

丁目１番１３号

株式会社いぶ

き 

令和５年３

月３１日 

４０７０

７０４８

６３ 

介護事業所 ら

ぐたいむ 

北九州市八幡西

区則松七丁目１

９番８号 

株式会社イー

ズライフ・ラ

ボ 

令和５年３

月３１日 

４０７０

７０５３

７３ 

三寿庵デイサー

ビスセンター 

北九州市八幡西

区岩崎四丁目２

番２０号 

株式会社三寿 令和５年３

月３１日 

４ 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日

４０７０

４０２２

２９ 

北九州ヘルスケ

アサービス福祉

用具センター 

北九州市小倉南

区湯川５丁目９

－１７ 

北九州ヘルス

ケアサービス

株式会社 

令和５年３

月３１日 

５ 居宅介護支援 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日

４０７０

２０２０

５８ 

医療法人松島医

院 遊友館ケア

プランセンター 

北九州市若松区

高須北三丁目１

番４６号 

医療法人松島

医院 

令和５年３

月３１日 

４０７０

７０７８

７４ 

花笑みケアプラ

ンセンター 

北九州市八幡西

区本城東一丁目

２番１０号コン

フォート本城１

階 

合同会社花笑

み 

令和５年３

月３１日 
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北九州市告示第１４７号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、脇田漁港フィッシャリーナにおける使用料の徴収事務を次のとおり委託した

。 

  令和５年４月１１日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

北九州市筑前海区海面

利用適正化協議会 

北九州市若松区大字安

屋１７４２番地 

令和５年４月１日から

令和６年３月３１日ま

で 
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北九州市公告第２０６号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和５年４月１１日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

高見ショッピングセンター 

  北九州市八幡東区高見二丁目１４２０番３ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

 （１）株式会社スピナ 

北九州市八幡東区平野二丁目１１番１号 

   代表取締役 野嵜武秀 

 （２）北九州市住宅供給公社 

   北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号 

理事長 村上純一 

３ 変更した事項 

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法 

人にあっては代表者の氏名 

 （１） 変更前 

伊藤信宏 

北九州市八幡東区祝町一丁目１５番７号 

   他２８者 

 （２） 変更後 

奥薗政利 

   北九州市八幡東区荒手二丁目１１番１０号 

   他２８者

４ 変更の年月日 

  令和５年３月１日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 
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６ 届出年月日 

令和５年３月２７日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和５年８月１４日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和５年８月１４日までに北九州市産業

経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課に到着するように提出する

こと。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第２０７号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和５年４月１１日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ショッピングパーク鞘ヶ谷レストランパーク 

  北九州市戸畑区東鞘ケ谷町４番６８ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社スピナ 

北九州市八幡東区平野二丁目１１番１号 

  代表取締役 野嵜武秀 

３ 変更した事項 

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法 

人にあっては代表者の氏名 

 （１） 変更前 

株式会社積文館書店 

福岡市南区大楠二丁目２３番５号 

   代表取締役社長 清地泰宏 

   他１者 

 （２） 変更後 

株式会社積文館書店 

福岡市中央区天神二丁目８番２１５号 

   代表取締役社長 清地泰宏 

   他１者

４ 変更の年月日 

  令和５年３月１日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 
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令和５年３月２７日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和５年８月１４日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和５年８月１４日までに北九州市産業

経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課に到着するように提出する

こと。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第２０８号 

  一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する

北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」とい

う。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    令和５年４月１１日 

                                  北九州市長  武 内 和 久   

１  調達内容 

（１） 購入品目及び数量 

      家庭ごみ収集用指定袋 ７８５万枚 

  （２） 購入物品の特質等  仕様書に定めるとおり 

  （３） 履行期限  令和５年１２月２８日 

  （４） 納入場所  市の指示する場所 

（５） 今後購入が予定される数量及び入札公告予定時期  

  入札期日の前日から起算して２４日前までに公告する。 

   ８５２万枚 令和５年６月頃 

 （６） 最初の契約に係る入札公告日 令和４年９月６日 

（７） 入札方法  総価により行う。入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１

１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１

００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金

額とする。 

（８） 電子入札案件  この公告に係る入札は、原則として電子入札システ

ムにより行う。 

２  電子入札に関する事項 

  （１） この公告に係る入札は、競争参加資格確認申請書（添付資料を除く

。）の提出、競争参加資格確認通知書の発行、入札書（内訳書を含む。）

の提出、開札、落札者の決定、落札通知書の発行等を電子入札システムに

より行う。ただし、電子入札により難い場合は、事前に発注者の承諾を得

て、北九州市電子入札運用基準（以下「運用基準」という。）第１章１－

２（２）に規定するサブシステム又は紙入札により行うことができるもの
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とする。 

  （２） 電子入札による手続開始後に、紙入札への途中変更は行わないもの

とする。ただし、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注

者の承諾を得て紙入札に変更できるものとする。 

  （３） その他電子入札に係る運用については、北九州市電子入札実施要領

、運用基準及び電子入札心得（一般・物品）によるものとする。 

３  競争入札参加資格 

    次の各号のいずれにも該当する者であること。 

  （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

  （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

  （３） 入札を行おうとする購入品目又はこれの同等品について、この公告

日以前の５年間に、国、地方公共団体等の官公署（外国の官公署を含む。

）又は北九州市の外郭団体及びこれに準じる団体からの発注に対し、遅滞

なく誠実に納入した実績（納入数量の合計が１５７万枚以上であるものに

限る。）があること。 

 （４） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

４  競争入札参加資格審査の申請 

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和５年

４月２４日まで（日曜日及び土曜日を除く。）に競争入札参加資格審査申請

を行わなければならない。 

５  入札手続等 

  （１） 契約条項を示す場所及び期間 

    ア  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

              北九州市技術監理局契約部契約課 

イ  期間  この公告の日から令和５年５月９日まで（日曜日、土曜日及び

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午後４時

３０分まで及び同月１０日の午前９時から午後２時まで 

  （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法   

北九州市技術監理局契約部のホームページからダウンロードする方法に
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より交付する。ただし、これにより難い場合は、前号アの場所において無

償で交付する。 

   北九州市技術監理局契約部のホームページ 

   http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

  （３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

  （４） 競争参加資格確認申請書の提出期間及び提出場所 

 この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認

申請書を電子入札システムにより、同申請書の添付資料を紙媒体により提

出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、発注者の承

諾を得て当初から紙入札により参加する場合は、同申請書及び同申請書の

添付資料を紙媒体により提出し、競争参加資格の確認を受けなければなら

ない。 

    ア  電子入札システムによる提出期間 

    この公告の日から令和５年４月２１日まで（日曜日及び土曜日を除く

。）の毎日午前９時から午後７時まで及び同月２４日の午前９時から午

後４時３０分まで 

    イ  紙入札により参加する場合及び電子入札システムにより参加する場合 

   の紙媒体の提出 

   （ア） 提出期間 

          この公告の日から令和５年４月２４日まで（日曜日及び土曜日を除

く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午

後４時３０分まで 

   （イ） 提出場所 

          第１号アの場所 

   （ウ） 提出方法 

          持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。 

  （５） 入札書の提出期限及び提出場所 

    入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承 

  諾を得た場合は、紙媒体により郵送（書留郵便に限る。）すること。 

    ア  電子入札による入札書受付期間 

令和５年４月２７日から同年５月９日まで（日曜日等を除く。）の毎

日午前９時から午後７時まで及び同月１０日午前９時から午後２時まで 

    イ  郵送による入札書の提出期限 

        第１号アの場所に令和５年５月９日午後５時までに必着のこと。 

  （６） 開札の場所及び日時 
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    ア  場所  第１号アの場所 

    イ  日時  令和５年５月１０日午後２時１０分 

６  その他   

  （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

    ア  言語  日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

  （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ  契約保証金  契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  （３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

    イ  申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

    エ  北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

  （４） 落札者の決定方法  契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

  （５） 契約書作成の要否  要 

  （６） 契約書作成に要する費用（収入印紙等）は、全て落札者の負担とす

る。 

  （７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

地等 

      北九州市技術監理局契約部契約課 

      〒８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

      電話  ０９３－５８２－２０１７ 

７ Summary  

（１）  Product and Quantity     

Purchase of Clear plastic bag for household garbage      

Quantity: 7,850,000 sheets  

  （２）  Deadline for the submission of tender      

For tenders via the electronic bidding system :      
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2:00p.m., May 10, 2023      

For tenders submitted by mail :      

5:00p.m., May 9, 2023     

（３）  For further information, please contact: Contracts Division,          

Contracts Department, Engineering Supervision Bureau, City of Kitakyushu  
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北九州市公告第２０９号 

  一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する

北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」とい

う。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    令和５年４月１１日 

                                  北九州市長  武 内 和 久   

１  調達内容 

（１） 購入品目及び数量 

      プラスチック収集用指定袋 ６２５万枚 

  （２） 購入物品の特質等  仕様書に定めるとおり 

  （３） 履行期限  令和５年１１月３０日 

  （４） 納入場所  市の指示する場所 

 （５） 最初の契約に係る入札公告日 令和４年１０月５日 

（６） 入札方法  総価により行う。入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１

１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１

００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金

額とする。 

（７） 電子入札案件  この公告に係る入札は、原則として電子入札システ

ムにより行う。 

２  電子入札に関する事項 

  （１） この公告に係る入札は、競争参加資格確認申請書（添付資料を除く

。）の提出、競争参加資格確認通知書の発行、入札書（内訳書を含む。）

の提出、開札、落札者の決定、落札通知書の発行等を電子入札システムに

より行う。ただし、電子入札により難い場合は、事前に発注者の承諾を得

て、北九州市電子入札運用基準（以下「運用基準」という。）第１章１－

２（２）に規定するサブシステム又は紙入札により行うことができるもの

とする。 

  （２） 電子入札による手続開始後に、紙入札への途中変更は行わないもの

とする。ただし、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注
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者の承諾を得て紙入札に変更できるものとする。 

  （３） その他電子入札に係る運用については、北九州市電子入札実施要領

、運用基準及び電子入札心得（一般・物品）によるものとする。 

３  競争入札参加資格 

    次の各号のいずれにも該当する者であること。 

  （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

  （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

  （３） 入札を行おうとする購入品目又はこれの同等品について、この公告

日以前の５年間に、国、地方公共団体等の官公署（外国の官公署を含む。

）又は北九州市の外郭団体及びこれに準じる団体からの発注に対し、遅滞

なく誠実に納入した実績（納入数量の合計が１２５万枚以上であるものに

限る。）があること。 

 （４） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

４  競争入札参加資格審査の申請 

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和５年

４月２４日まで（日曜日及び土曜日を除く。）に競争入札参加資格審査申請

を行わなければならない。 

５  入札手続等 

  （１） 契約条項を示す場所及び期間 

    ア  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

              北九州市技術監理局契約部契約課 

イ  期間  この公告の日から令和５年５月９日まで（日曜日、土曜日及び

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午後４時

３０分まで及び同月１０日の午前９時から午後２時まで 

  （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法   

北九州市技術監理局契約部のホームページからダウンロードする方法に

より交付する。ただし、これにより難い場合は、前号アの場所において無

償で交付する。 

   北九州市技術監理局契約部のホームページ 
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   http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

  （３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

  （４） 競争参加資格確認申請書の提出期間及び提出場所 

 この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認

申請書を電子入札システムにより、同申請書の添付資料を紙媒体により提

出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、発注者の承

諾を得て当初から紙入札により参加する場合は、同申請書及び同申請書の

添付資料を紙媒体により提出し、競争参加資格の確認を受けなければなら

ない。 

    ア  電子入札システムによる提出期間 

    この公告の日から令和５年４月２１日まで（日曜日及び土曜日を除く

。）の毎日午前９時から午後７時まで及び同月２４日の午前９時から午

後４時３０分まで 

    イ  紙入札により参加する場合及び電子入札システムにより参加する場合 

   の紙媒体の提出 

   （ア） 提出期間 

          この公告の日から令和５年４月２４日まで（日曜日及び土曜日を除

く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午

後４時３０分まで 

   （イ） 提出場所 

          第１号アの場所 

   （ウ） 提出方法 

          持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。 

  （５） 入札書の提出期限及び提出場所 

    入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承 

  諾を得た場合は、紙媒体により郵送（書留郵便に限る。）すること。 

    ア  電子入札による入札書受付期間 

令和５年４月２７日から同年５月９日まで（日曜日等を除く。）の毎

日午前９時から午後７時まで及び同月１０日午前９時から午後２時まで 

    イ  郵送による入札書の提出期限 

        第１号アの場所に令和５年５月９日午後５時までに必着のこと。 

  （６） 開札の場所及び日時 

    ア  場所  第１号アの場所 

    イ  日時  令和５年５月１０日午後２時１０分 

６  その他   
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  （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

    ア  言語  日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

  （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ  契約保証金  契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  （３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

    イ  申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

    エ  北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

  （４） 落札者の決定方法  契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

  （５） 契約書作成の要否  要 

  （６） 契約書作成に要する費用（収入印紙等）は、全て落札者の負担とす

る。 

  （７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

地等 

      北九州市技術監理局契約部契約課 

      〒８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

      電話  ０９３－５８２－２０１７ 

７ Summary  

（１）  Product and Quantity     

Purchase of Clear plastic bag for plastic    

Quantity: 6,250,000 sheets  

  （２）  Deadline for the submission of tender      

For tenders via the electronic bidding system :      

2:00p.m., May 10, 2023    

For tenders submitted by mail :      

5:00p.m., May 9, 2023     
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（３）  For further information, please contact: Contracts Division,          

Contracts Department, Engineering Supervision Bureau, City of Kitakyushu    
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北九州市公告第２１０号 

  一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する

北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」とい

う。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    令和５年４月１１日 

                                  北九州市長  武 内 和 久   

１  調達内容 

（１） 購入品目及び数量 

      かん・びん収集用指定袋 ２３５万枚 

  （２） 購入物品の特質等  仕様書に定めるとおり 

  （３） 履行期限  令和５年１１月３０日 

  （４） 納入場所  市の指示する場所 

 （５） 最初の契約に係る入札公告日 令和４年１０月５日 

（６） 入札方法  総価により行う。入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１

１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１

００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金

額とする。 

（７） 電子入札案件  この公告に係る入札は、原則として電子入札システ

ムにより行う。 

２  電子入札に関する事項 

  （１） この公告に係る入札は、競争参加資格確認申請書（添付資料を除く

。）の提出、競争参加資格確認通知書の発行、入札書（内訳書を含む。）

の提出、開札、落札者の決定、落札通知書の発行等を電子入札システムに

より行う。ただし、電子入札により難い場合は、事前に発注者の承諾を得

て、北九州市電子入札運用基準（以下「運用基準」という。）第１章１－

２（２）に規定するサブシステム又は紙入札により行うことができるもの

とする。 

  （２） 電子入札による手続開始後に、紙入札への途中変更は行わないもの

とする。ただし、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注
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者の承諾を得て紙入札に変更できるものとする。 

  （３） その他電子入札に係る運用については、北九州市電子入札実施要領

、運用基準及び電子入札心得（一般・物品）によるものとする。 

３  競争入札参加資格 

    次の各号のいずれにも該当する者であること。 

  （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

  （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

  （３） 入札を行おうとする購入品目又はこれの同等品について、この公告

日以前の５年間に、国、地方公共団体等の官公署（外国の官公署を含む。

）又は北九州市の外郭団体及びこれに準じる団体からの発注に対し、遅滞

なく誠実に納入した実績（納入数量の合計が４７万枚以上であるものに限

る。）があること。 

 （４） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

４  競争入札参加資格審査の申請 

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和５年

４月２４日まで（日曜日及び土曜日を除く。）に競争入札参加資格審査申請

を行わなければならない。 

５  入札手続等 

  （１） 契約条項を示す場所及び期間 

    ア  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

              北九州市技術監理局契約部契約課 

イ  期間  この公告の日から令和５年５月９日まで（日曜日、土曜日及び

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午後４時

３０分まで及び同月１０日の午前９時から午後２時まで 

  （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法   

北九州市技術監理局契約部のホームページからダウンロードする方法に

より交付する。ただし、これにより難い場合は、前号アの場所において無

償で交付する。 

   北九州市技術監理局契約部のホームページ 
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   http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

  （３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

  （４） 競争参加資格確認申請書の提出期間及び提出場所 

 この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認

申請書を電子入札システムにより、同申請書の添付資料を紙媒体により提

出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、発注者の承

諾を得て当初から紙入札により参加する場合は、同申請書及び同申請書の

添付資料を紙媒体により提出し、競争参加資格の確認を受けなければなら

ない。 

    ア  電子入札システムによる提出期間 

    この公告の日から令和５年４月２１日まで（日曜日及び土曜日を除く

。）の毎日午前９時から午後７時まで及び同月２４日の午前９時から午

後４時３０分まで 

    イ  紙入札により参加する場合及び電子入札システムにより参加する場合 

   の紙媒体の提出 

   （ア） 提出期間 

          この公告の日から令和５年４月２４日まで（日曜日及び土曜日を除

く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午

後４時３０分まで 

   （イ） 提出場所 

          第１号アの場所 

   （ウ） 提出方法 

          持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。 

  （５） 入札書の提出期限及び提出場所 

    入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承 

  諾を得た場合は、紙媒体により郵送（書留郵便に限る。）すること。 

    ア  電子入札による入札書受付期間 

令和５年４月２７日から同年５月９日まで（日曜日等を除く。）の毎

日午前９時から午後７時まで及び同月１０日午前９時から午後２時まで 

    イ  郵送による入札書の提出期限 

        第１号アの場所に令和５年５月９日午後５時までに必着のこと。 

  （６） 開札の場所及び日時 

    ア  場所  第１号アの場所 

    イ  日時  令和５年５月１０日午後２時１０分 

６  その他   
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  （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

    ア  言語  日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

  （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ  契約保証金  契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  （３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

    イ  申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

    エ  北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

  （４） 落札者の決定方法  契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

  （５） 契約書作成の要否  要 

  （６） 契約書作成に要する費用（収入印紙等）は、全て落札者の負担とす

る。 

  （７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

地等 

      北九州市技術監理局契約部契約課 

      〒８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

      電話  ０９３－５８２－２０１７ 

７ Summary  

（１）  Product and Quantity     

Purchase of Clear plastic bag for cans and bottles         

Quantity: 2,350,000 sheets  

  （２）  Deadline for the submission of tender      

For tenders via the electronic bidding system :      

2:00p.m., May 10, 2023  

For tenders submitted by mail :      
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5:00p.m., May 9, 2023  

（３）  For further information, please contact: Contracts Division,          

Contracts Department, Engineering Supervision Bureau, City of Kitakyushu    
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北九州市公告第２１１号 

  一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する

北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」とい

う。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    令和５年４月１１日 

                                  北九州市長  武 内 和 久   

１  調達内容 

（１） 購入品目及び数量 

      ペットボトル収集用指定袋 ２２５万枚 

  （２） 購入物品の特質等  仕様書に定めるとおり 

  （３） 履行期限  令和５年１１月３０日 

  （４） 納入場所  市の指示する場所 

 （５） 最初の契約に係る入札公告日 令和４年１０月５日 

（６） 入札方法  総価により行う。入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１

１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１

００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金

額とする。 

（７） 電子入札案件  この公告に係る入札は、原則として電子入札システ

ムにより行う。 

２  電子入札に関する事項 

  （１） この公告に係る入札は、競争参加資格確認申請書（添付資料を除く

。）の提出、競争参加資格確認通知書の発行、入札書（内訳書を含む。）

の提出、開札、落札者の決定、落札通知書の発行等を電子入札システムに

より行う。ただし、電子入札により難い場合は、事前に発注者の承諾を得

て、北九州市電子入札運用基準（以下「運用基準」という。）第１章１－

２（２）に規定するサブシステム又は紙入札により行うことができるもの

とする。 

  （２） 電子入札による手続開始後に、紙入札への途中変更は行わないもの

とする。ただし、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注
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者の承諾を得て紙入札に変更できるものとする。 

  （３） その他電子入札に係る運用については、北九州市電子入札実施要領

、運用基準及び電子入札心得（一般・物品）によるものとする。 

３  競争入札参加資格 

    次の各号のいずれにも該当する者であること。 

  （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

  （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

  （３） 入札を行おうとする購入品目又はこれの同等品について、この公告

日以前の５年間に、国、地方公共団体等の官公署（外国の官公署を含む。

）又は北九州市の外郭団体及びこれに準じる団体からの発注に対し、遅滞

なく誠実に納入した実績（納入数量の合計が４５万枚以上であるものに限

る。）があること。 

 （４） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

４  競争入札参加資格審査の申請 

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和５年

４月２４日まで（日曜日及び土曜日を除く。）に競争入札参加資格審査申請

を行わなければならない。 

５  入札手続等 

  （１） 契約条項を示す場所及び期間 

    ア  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

              北九州市技術監理局契約部契約課 

イ  期間  この公告の日から令和５年５月９日まで（日曜日、土曜日及び

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午後４時

３０分まで及び同月１０日の午前９時から午後２時まで 

  （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法   

北九州市技術監理局契約部のホームページからダウンロードする方法に

より交付する。ただし、これにより難い場合は、前号アの場所において無

償で交付する。 

   北九州市技術監理局契約部のホームページ 
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   http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

  （３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

  （４） 競争参加資格確認申請書の提出期間及び提出場所 

 この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認

申請書を電子入札システムにより、同申請書の添付資料を紙媒体により提

出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、発注者の承

諾を得て当初から紙入札により参加する場合は、同申請書及び同申請書の

添付資料を紙媒体により提出し、競争参加資格の確認を受けなければなら

ない。 

    ア  電子入札システムによる提出期間 

    この公告の日から令和５年４月２１日まで（日曜日及び土曜日を除く

。）の毎日午前９時から午後７時まで及び同月２４日の午前９時から午

後４時３０分まで 

    イ  紙入札により参加する場合及び電子入札システムにより参加する場合 

   の紙媒体の提出 

   （ア） 提出期間 

          この公告の日から令和５年４月２４日まで（日曜日及び土曜日を除

く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午

後４時３０分まで 

   （イ） 提出場所 

          第１号アの場所 

   （ウ） 提出方法 

          持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。 

  （５） 入札書の提出期限及び提出場所 

    入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承 

  諾を得た場合は、紙媒体により郵送（書留郵便に限る。）すること。 

    ア  電子入札による入札書受付期間 

令和５年４月２７日から同年５月９日まで（日曜日等を除く。）の毎

日午前９時から午後７時まで及び同月１０日午前９時から午後２時まで 

    イ  郵送による入札書の提出期限 

        第１号アの場所に令和５年５月９日午後５時までに必着のこと。 

  （６） 開札の場所及び日時 

    ア  場所  第１号アの場所 

    イ  日時  令和５年５月１０日午後２時１０分 

６  その他   
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  （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

    ア  言語  日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

  （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ  契約保証金  契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  （３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

    イ  申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

    エ  北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

  （４） 落札者の決定方法  契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

  （５） 契約書作成の要否  要 

  （６） 契約書作成に要する費用（収入印紙等）は、全て落札者の負担とす

る。 

  （７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

地等 

      北九州市技術監理局契約部契約課 

      〒８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

      電話  ０９３－５８２－２０１７ 

７ Summary  

（１）  Product and Quantity     

Purchase of Clear plastic bag for pet bottles           

Quantity: 2,250,000 sheets  

  （２）  Deadline for the submission of tender      

For tenders via the electronic bidding system :      

2:00p.m., May 10, 2023    

For tenders submitted by mail :      

5:00p.m., May 9, 2023     
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（３）  For further information, please contact: Contracts Division,          

Contracts Department, Engineering Supervision Bureau, City of Kitakyushu    
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北九州市公告第２１２号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和５年４月１１日 

北九州市長 武 内 和 久   

開発区域又は工区に含まれる地域の

名称 
開発行為者 

北九州市門司区大里東一丁目１番１

の一部、１番２の一部、５番１、６

番１の一部、６番２の一部、１４番

の一部、２０番、２１番及び３８番

の一部 

北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市長 武内和久 
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